
令和８年度七飯町会計年度任用職員募集要項 

（職種：火葬夫） 
資

格

要

件 

学 歴 要 件 高校卒業以上の方 

年 齢 要 件 満６０歳未満の方（令和８年４月１日時点） 

住所要件等 町内に住所を有している方 

資格・免許等       

採 用 予 定 人 員 １名 

雇 用 期 間 採用日 ～ 令和９年３月３１日（水） 

選 考 方 法 面接試験（試験日は文書で通知します） 

欠 格 条 項 

地方公務員法第１６条の下記事項に該当する者は会計年度任用職員の

応募をすることはできません。 

（１）拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執

行を受けることがなくなるまでの者 

（２）当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の

日から２年を経過しない者 

（３）人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、第６０条から

第６３条までに規定する罪を犯し刑に処せられた者 

（４）日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成

立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を

結成し、又はこれに加入した者 

提 出 書 類 
履 歴 書 ： 市販の履歴書を使用してください 

提出された履歴書は返却いたしません 

提 出 期 限 

及 び 提 出 先 

提出期限 ： 随時受付（採用人数が予定人員に達した場合受付を 

終了させていただきます。） 

提 出 先 ： 七飯町役場総務課人事係 

       〒041-1192 七飯町本町６丁目１番１号 

＜雇用条件等の詳細＞ 

就 業 の 場 所 七飯町字桜町５１９番地の２ 七飯町火葬場 

業 務 の 内 容 火葬業務及び火葬場環境整備等 

勤 務 時 間 
８時３０分～１７時１５分（基本勤務時間８時３０分～１６時４５分） 

※火葬業務等により勤務時間の変更あり 

休 憩 時 間 
１２時００分 ～ １３時００分（１時間） 

 ※火葬業務等により休憩時間の変更あり 

時 間 外 勤 務 
なし 

 ※火葬業務等により時間外勤務あり 

休 日 勤 務 
なし 

 ※火葬業務等により休日勤務あり 



休 日 

毎週土・日曜日、国民の祝日及び年末年始（１２月２９日から翌年 

の１月３日まで） 

 ※火葬業務等により、変更あり 

休 暇 

１ 年次有給休暇 最大１０日（勤務日数による） 

２ その他の休暇 夏季休暇 ３日（有給）等の特別休暇（勤務日数

による） 

報 酬 

（予算等により

変更となる場合

があります。） 

１ 基本報酬  

月 給 248,932 円 日 給     円 

時間給     円 その他     円 

 

２ その他の報酬及び計算方法 

通勤手当 あり 
計算 

方法 
正規職員の例による 

期末手当 

勤勉手当 

あり 

(勤務日数による) 

計算 

方法 

勤務状況に応じて 

支給する 

時間外勤務

報酬 
あり 

計算 

方法 
下記のとおり 

 

３ 時間外・休日勤務に対して支払われる報酬等 

時 間 外 

勤務単価 

2,155円／時 
 ５時００分～ ８時３０分 

１７時１５分～２２時００分 

正規の勤務時間との合計が 7 時間 45 分に達するま

では 1,724円／時 

2,586円／時 
 ０時００分～ ５時００分 

２２時００分～２４時００分 

休  日 

勤務単価 

2,327円／時  ５時００分～２２時００分 

2,758円／時 
 ０時００分～ ５時００分 

２２時００分～２４時００分 

 

４ 月給及び通勤手当の支払日は、毎月２１日 

５ 時間外勤務報酬は、毎月末日締めとし、翌月２１日支払 

６ 上記金額は今後人事院勧告等により変更となる可能性がありま

す。 

退 職 

１ 雇用期間の満了 

２ 自己都合（退職する３０日以上前に届け出ること） 

３ 解雇事由の発生（法令その他に反する行為等） 

そ の 他 

１ 社会保険の加入   あり（厚生年金） 

２ 雇用保険の適用   あり 

３ 共済組合の加入   あり（健康保険） 

４ その他 

  その他の勤務条件等は、会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に

関する規則のほか、正規職員に準ずる 

※ この要項に記載の事項については、事業等の事情により変更となることがあります。 


